
重点事項に係る対応結果について

重点事項の全体像 重点事項数 重点番号

１．地方自治体内の各部局間、国や他の地方自治体との間、事業者やNPO等
との間で連携・協働を図ることにより住民サービスの向上に資するもの
(重点募集テーマ)

７ １番～７番

２．地域住民の生活にとって重要な業務を担う人材を確保するための制度を
整備することで、住民サービスの質の維持・向上を図るもの(重点募集
テーマ)

10 ８番～17番

３．こどもを産み育てやすい社会の実現に向け、要件や手続の見直し等によ
りサービスの円滑な提供等を図るもの ４ 18番～21番

４．計画策定等に関する見直しを通じて、効率的・効果的な計画行政の実現
に資するもの ４ 22番～25番

５．まちづくりや土地・建物の有効活用について、要件や手続の見直し等に
より地域資源の活用促進等を図るもの ５ 26番～30番

６．その他行政手続の効率化等を通じて、住民の利便性向上等を図るもの ９ 31番～39番
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１．地方自治体内の各部局間、国や他の地方自治体との間、事業者やNPO等との間で
連携・協働を図ることにより住民サービスの向上に資するもの(重点募集テーマ)

提案
提案団体

（関係府省） 令和５年の地方からの提案等に関する対応方針案文

１

国民健康保険被保険者が都道府県外
の医療機関等を受診して地方単独医
療制度を利用する場合の現物給付を
可能とするための見直し
（国民健康保険法）

（管理番号８）

四條畷市、枚方市、西
宮市
（こども家庭庁、厚生
労働省）

地方単独医療費助成制度の利用者が居住する区域外の医療機関を
受診する場合において、全国的に現物給付を円滑に行えるよう、規
制改革実施計画（令和５年６月16日閣議決定）に基づく対応状況を
踏まえつつ、以下のとおりとする。
・区域外分の診療報酬の審査支払業務については、審査支払機関と

調整の上、区域外の国民健康保険団体連合会が地方公共団体との
委託契約により当該業務を取り扱うことが可能であることなど、
全国決済に係る事項を地方公共団体に令和６年度中に周知する。

・区域外の審査支払機関への委託が円滑に行えるよう、地方公共団
体、医療機関等との調整その他の必要な取組について検討し、令
和６年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ず
る。

・医療機関等の事務負担の軽減を図るため、診療報酬改定DXの取組
状況を踏まえつつ、全国の地方単独医療費助成制度情報を収録し
たマスタの作成及び当該マスタの効果的な活用方策について検討
し、令和６年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置
を講ずる。

２

公用請求により登記事項証明書等を
取得している手続について登記情報
連携システムの利用を可能とするこ
と
（情報通信技術を活用した行政の推
進等に関する法律）

（管理番号36）

ひたちなか市
（デジタル庁、法務
省）

【デジタル庁】
公用請求による登記事項証明書の取得が必要な地方公共団体の手

続については、早期の対応に向けてシステム整備等の工程表を令和
５年度中に作成し、必要な措置を講ずる。

【法務省】
公用請求による登記事項証明書の取得が必要な地方公共団体の手

続については、地方公共団体の事務負担を軽減するため、引き続き
検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
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提案
提案団体

（関係府省） 令和５年の地方からの提案等に関する対応方針案文

３

里帰り出産における住所地の自治体
と里帰り先の自治体との情報共有が
行われる仕組みの構築
（母子保健法）

（管理番号13）

石川県
（こども家庭庁、デジ
タル庁）

里帰り出産に関し、住所地と里帰り先の地方公共団体等の情報連
携の仕組みの構築について、地方公共団体への実態調査等を踏まえ、
令和６年度中に結論を得た上で、自治体システム標準化と母子保健
情報等の情報連携基盤の全国展開に合わせ必要な措置を講ずる。

４

妊産婦健康診査に係る受診票の統一
及び情報共有システムの構築
（母子保健法）

（管理番号55）

今治市、松山市、八幡
浜市、新居浜市、西条
市、大洲市、四国中央
市、西予市、東温市、
上島町、久万高原町、
砥部町、伊方町、松野
町、鬼北町、愛南町
（こども家庭庁、デジ
タル庁）

・里帰り出産に関し、住所地と里帰り先の地方公共団体等の情報連
携の仕組みの構築について、地方公共団体への実態調査等を踏ま
え、令和６年度中に結論を得た上で、自治体システム標準化と母
子保健情報等の情報連携基盤の全国展開に合わせ必要な措置を講
ずる。

・妊産婦健康診査の受診票の利用に関し、地方公共団体及び妊産婦
の償還払いに係る手続の負担を軽減する方策等について、令和６
年度中に結論を得た上で、自治体システム標準化と母子保健情報
等の情報連携基盤の全国展開に合わせ必要な措置を講ずる。

５

住民基本台帳ネットワークシステム
における本人確認情報に係る「プッ
シュ型通知」の導入
（住民基本台帳法）

（管理番号68）

東京都
（総務省）

住民基本台帳ネットワークシステムからの本人確認情報（30条の
６第１項）の提供については、地方公共団体の事務負担の軽減に資
するよう、照会件数の上限に係る柔軟な対応について、地方公共団
体に説明会を通じ令和６年中に周知する。
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提案
提案団体

（関係府省） 令和５年の地方からの提案等に関する対応方針案文

６

医療法及び薬機法における病院等の
基本情報の届出に係る手続の見直し
（医療法、医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確保等に関
する法律）

（管理番号76）

豊田市
（厚生労働省）

医療機能情報提供制度（医療法６条の３）、薬局機能情報提供制
度（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す
る法律８条の２）及び病院等の開設許可（届出）事項の一部変更届
の届出（医療法施行令４条１項、３項及び４条の２第２項）につい
ては、以下のとおりとする。
・医療機能情報提供制度及び薬局機能情報提供制度に係る情報を
オープンデータとして活用可能とすることについて検討し、令和５
年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

・医療機能情報提供制度の報告については、項目が重複し、かつ、
報告先が同一の場合に、地方公共団体の判断により、病院等の開設
許可（届出）事項の一部変更届の届出に代えることができることに
ついて検討し、令和６年中に結論を得る。その結果に基づいて必要
な措置を講ずる。

７

地域再生エリアマネジメント負担金
制度に係る事務の主体及び計画期間
の見直し
（地域再生法）

（管理番号140）

広島県、宮城県、中国
地方知事会
（内閣府）

地域再生エリアマネジメント負担金制度（５条４項６号。以下こ
の事項において「制度」という。）については、複数の市区町村に
またがる区域においてエリアマネジメント活動が行われる場合には、
活動区域の市区町村で協働・連携し、連坦した区域について地域再
生計画を作成した上で、制度の活用が可能であることを、市区町村
に令和５年度中にホームページで周知する。
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提案
提案団体

（関係府省） 令和５年の地方からの提案等に関する対応方針案文

８

夜間中学における遠隔授業の導入に
係る要件緩和
（義務教育の段階における普通教育
に相当する教育の機会の確保等に関
する法律）

（管理番号38）

鳥取県、京都市、
堺市、兵庫県、和
歌山県、広島県、
関西広域連合
（文部科学省）

夜間中学（14条）におけるオンラインの活用については、夜間中学の設
置を促進し、夜間中学の教育活動の充実や受け入れる生徒の拡大を図る観
点から、以下のとおりとする。
・できるだけ多くの者に対して学ぶ機会を提供できるように、対面での授

業を原則とした上で、サテライト教室や自宅などで授業の配信が受けら
れること、当該受信による成果を含めた総合的な評価により修了が認め
られる場合もあり得ること、高等学校入学者選抜においては進学上の不
利益が生じないように配慮することなどについて、地方公共団体に令和
５年度中に通知することなどを通じ、オンラインを活用し、教師等がよ
り児童生徒等に寄り添う質の高い教育の実現に向けた取組を推進する。

・遠隔教育特例校（学校教育法施行規則77条の２）の指定申請については、
次回の遠隔教育特例校の申請手続に向けて、地方公共団体の事務負担を
軽減するため、実施要項及び実施計画書の様式の見直し等を含め、本制
度の更なる運用改善のための検討を行い、令和５年度中に結論を得る。
その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

９

幼保連携型認定こども園の保育教諭
等の確保に資する特例措置の延長
（就学前の子どもに関する教育、保
育等の総合的な提供の推進に関する
法律）

（管理番号47）

大阪府、滋賀県、
京都府、京都市、
大阪市、堺市、神
戸市、奈良県、和
歌山県、鳥取県、
徳島県
（こども家庭庁、
文部科学省）

幼保連携型認定こども園における保育教諭等の経過措置（就学前の子ど
もに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正
する法律（平24法66）附則５条）の期間については、保育士に対する幼稚
園教諭免許取得の特例及び幼稚園教諭免許状保有者に対する保育士資格取
得の特例も含めた延長を検討し、結論を得る。その結果に基づいて必要な
措置を講ずる。

２．地域住民の生活にとって重要な業務を担う人材を確保するための制度を整備する
ことで、住民サービスの質の維持・向上を図るもの(重点募集テーマ)
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提案
提案団体

（関係府省） 令和５年の地方からの提案等に関する対応方針案文

10

管理栄養士国家試験の受験資格の見
直し等
（栄養士法）

（管理番号53,54）

新潟県／新潟県、福島
県
（厚生労働省／デジタ
ル庁、厚生労働省）

・管理栄養士国家試験の受験資格（５条の３）については、管理栄
養士養成施設を卒業した者（５条の３第４号）は、栄養士として
必要な知識及び技能を修得していることを確認することができる
ことから、栄養士でなくても受験を可能とする。

・管理栄養士国家試験の受験の申請に係る免許等照合書については、
受験者及び地方公共団体の負担軽減の観点から、令和７年度管理
栄養士国家試験から廃止する。

11

要介護（要支援）認定申請に係る調
査主体の拡大に関する見直し
（介護保険法）

（管理番号100）

我孫子市
（厚生労働省）

要介護認定及び要支援認定に係る調査（27条２項及び32条２項）
の事務については、市町村（特別区を含む。）の要介護認定及び要
支援認定に要する期間の短縮を図るため、地方公共団体の事務の実
態等に関するヒアリングを行い、地域の実情に応じた方策を検討し、
令和６年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

12

民生委員・児童委員の選任要件の見
直し
（民生委員法）

（管理番号133）

特別区長会
（こども家庭庁、厚生
労働省）

民生委員・児童委員の選任要件（民生委員法６条１項及び児童福
祉法16条）の緩和については、当該市区町村に居住しない者を民生
委員・児童委員として選任する上で参考となる地域の実情等を調査
した上で、地方公共団体、関係団体等の意見も踏まえて検討し、令
和６年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
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提案
提案団体

（関係府省） 令和５年の地方からの提案等に関する対応方針案文

13

児童扶養手当等の受給資格確認に係
る民生委員等の証明事務の見直し
（児童扶養手当法）

（管理番号149,230）

神戸市／兵庫県、加古
川市
（こども家庭庁、厚生
労働省）

児童扶養手当及び特別児童扶養手当の受給資格確認に係る民生委
員の証明事務並びに生活福祉資金貸付制度に係る民生委員の調査事
務については、民生委員の事務負担の軽減に資するよう、以下のと
おりとする。
・証明事務については、民生委員以外の者による証明等が可能であ

ることを明確化し、地方公共団体に令和５年度中に通知する。
・調査事務については、調査書の添付を求める対象者を限定するな

ど、運用の見直しを図る方向で検討し、令和５年度中に結論を得
る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

14

中山間地域等の小学校における教科
担任制の導入に係る加配要件の見直
し
（公立義務教育諸学校の学級編成及
び教職定数の標準に関する法律）

（管理番号141,218,219）

広島県、宮城県、広島市、
愛媛県、中国地方知事会
／島根県、中国地方知事
会、日本創生のための将
来世代応援知事同盟／島
根県、中国地方知事会、
日本創生のための将来世
代応援知事同盟
（文部科学省）

小学校専科指導加配については、教員が複数校での兼務を行う場
合、学校間における移動時間を考慮するなどの地域の実情を踏まえ
た弾力的運用を可能とする運用改善を行い、地方公共団体に通知し
た。
［措置済み（令和５年８月30日付け文部科学省初等中等教育局財務
課事務連絡）］

15

地方公務員の休暇制度において、地
域社会に貢献する活動に従事するこ
とを事由とする特別休暇を各地方自
治体の裁量により創設できることの
明確化
（地方公務員法）

（管理番号150）

神戸市
（総務省）

地方公務員の特別休暇については、国家公務員において認められ
ていない事由による特別休暇を地方公共団体が独自に設けようとす
る場合の考え方を明確化し、地方公共団体に令和５年度中に通知す
る。
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提案
提案団体

（関係府省） 令和５年の地方からの提案等に関する対応方針案文

16

特定地域づくり事業協同組合制度に
おける労働者派遣先の拡大・拡充
（地域人口の急減に対処するための
特定地域づくり事業の推進に関する
法律）

（管理番号169,170,171）

長野県
（総務省、厚生労働省
／総務省、経済産業省
／総務省）

特定地域づくり事業協同組合（２条３項。以下この事項において
「組合」という。）については、以下の措置を講ずる。
・職業能力開発の一環として行う在籍型出向により、組合の職員が

建設業に従事する場合における職員と建設業者との雇用契約や研
修に関する要件等を、都道府県労働局及び都道府県に令和５年度
中に通知する。

・組合の職員を組合員以外の者へ派遣する際の員外利用規制の組合
制度への適用の在り方については、関係する都道府県、市町村、
組合の需要調査等を踏まえ、附則２条に基づき、施行後５年を目
途として、必要があると認めるときに行われる検討の際に併せて
検討し、令和６年度中を目途に結論を得る。その結果に基づいて
必要な措置を講ずる。

・区域外派遣（19条）の在り方については、関係する都道府県、市
町村、組合の需要調査等を踏まえ、附則２条に基づき、施行後５
年を目途として、必要があると認めるときに行われる検討の際に
併せて検討し、令和６年度中を目途に結論を得る。その結果に基
づいて必要な措置を講ずる。

17

国、都道府県又は建築主事を置く市
町村の建築物の計画通知等に係る指
定確認検査機関の活用
（建築基準法）

（管理番号227）

兵庫県
（国土交通省）

老朽化した公共施設の建替え、大規模災害時の公共施設の再建等
が円滑に行われるよう、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の
建築物の計画通知に対する審査及び検査（18条）等について、指定
確認検査機関の活用を可能とする。

8



提案
提案団体

（関係府省） 令和５年の地方からの提案等に関する対応方針案文

18

保育所等の居室面積基準の特例に係
る期限の廃止
（児童福祉法、地域の自主性及び自
立性を高めるための改革の推進を図
るための関係法律の整備に関する法
律（第１次地方分権一括法、第８次
地方分権一括法）、就学前の子ども
に関する教育・保育等の総合的な提
供の推進に関する法律）

（管理番号48）

大阪市
（こども家庭庁、文部
科学省）

保育所の居室の床面積に係る基準（児童福祉施設の設備及び運営
に関する基準（昭23厚生省令63）32条２号、３号及び６号）及び幼
保連携型認定こども園の居室の床面積に係る基準（幼保連携型認定
こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準（平26内
閣府・文部科学省・厚生労働省令１）７条６項）を、「従うべき基
準」から「標準」とする特例の適用期間については、令和６年度中
に政令を改正し、令和11年３月31日まで延長することとする。また、
本特例の適用団体における待機児童の解消に向けた計画の進捗状況
を毎年確認し、情報提供や助言などの必要な支援に努める。

19

地域型保育給付費等の支出に係る
ルールの整備・明確化
（子ども・子育て支援法）

（管理番号92）

横浜市
（こども家庭庁）

施設型給付費（27条１項）及び地域型保育給付費（29条１項）
（以下この事項において「給付費」という。）の使途については、
地方公共団体における教育・保育の質の向上を図る取組及び事業者
の適正な施設運営に資するよう、給付費の本来の趣旨を踏まえ、給
付費は教育・保育に要する費用に支出することを明確化し、地方公
共団体に通知した。
［措置済み（令和５年●月●日付け●●●事務連絡）］

３．こどもを産み育てやすい社会の実現に向け、
要件や手続の見直し等によりサービスの円滑な提供等を図るもの

9



提案
提案団体

（関係府省） 令和５年の地方からの提案等に関する対応方針案文

20

育児休業給付金の支給延長に係る要
件の見直し
（雇用保険法）

（管理番号131）

指定都市市長会、大治
町
（こども家庭庁、厚生
労働省）

育児休業給付の期間延長については、保育所等の利用調整におけ
る市町村（特別区を含む。）の事務負担を軽減するとともに、制度
の適切な運用を図るため、公共職業安定所（ハローワーク）におい
て延長可否を判断することを明確化する方向で検討し、令和５年度
中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

21

小規模放課後児童クラブへの補助に
係る大臣承認を必要としない類型の
追加
（子ども・子育て支援法）

（管理番号225）

兵庫県、滋賀県、京都
府、京都市、大阪府、
堺市、神戸市、三田市、
たつの市、奈良県、和
歌山県、鳥取県、徳島
県、関西広域連合、日
本創生のための将来世
代応援知事同盟
（こども家庭庁）

放課後児童健全育成事業（６条の３第２項及び子ども・子育て支
援法（平24法65）59条５号）については、児童の数が10人未満の支
援の単位におけるこども家庭庁長官の承認を要しない類型を追加す
る方向で検討し、令和５年度中に結論を得る。その結果に基づいて
必要な措置を講ずる。

10



提案
提案団体

（関係府省） 令和５年の地方からの提案等に関する対応方針案文

22

都道府県ギャンブル等依存症対策推
進計画の医療計画との一体的策定及
び計画期間の見直し
（ギャンブル等依存症対策基本法、
医療法）

（管理番号65）

秋田県、福島県、滋賀
県
（内閣官房）

都道府県ギャンブル等依存症対策推進計画（13条。以下この事項
において「計画」という。）については、医療計画（医療法（昭23
法205）30条の４）と一体のものとして策定すること及び都道府県が
その実情に応じて計画の期間を判断することが可能であることを明
確化し、都道府県に通知した。
［措置済み（令和５年11月●日付け内閣官房ギャンブル等依存症対
策推進本部事務局事務連絡）］

23

既存の計画を離島振興計画と位置付
けることを可能とすること等
（離島振興法）

（管理番号139）

広島県、宮城県、愛媛
県、中国地方知事会
（総務省、文部科学省、
厚生労働省、農林水産
省、経済産業省、国土
交通省、環境省）

離島振興計画（４条）については、都道府県が定める他の計画に
離島振興計画として必要な内容を含み、それが離島振興法の目的を
達成するためのものであり、かつ、離島振興法に定める手続に即し
て策定される場合、当該他の計画のうち離島振興計画に該当する箇
所を明らかにした上で離島振興計画として提出することが可能であ
ることを明確化し、その運用に当たっての留意事項を含め、地方公
共団体に令和５年度中に通知する。

４．計画策定等に関する見直しを通じて、効率的・効果的な計画行政の実現に資するもの

11



提案
提案団体

（関係府省） 令和５年の地方からの提案等に関する対応方針案文

24

市町村子ども・子育て支援事業計画
における、地域子ども・子育て支援
事業に係る記載事項の一部任意化
（子ども・子育て支援法）

（管理番号180）

仙台市、札幌市、石巻
市、岩沼市、登米市、
東松島市、蔵王町、女
川町、さいたま市、千
葉市、横浜市、相模原
市、新潟市、静岡市、
京都市、大阪市、堺市、
神戸市、岡山市、広島
市、北九州市、福岡市、
熊本市
（こども家庭庁）

市町村子ども・子育て支援事業計画（61条１項）における量の見
込みの算出については、市町村（特別区を含む。）の判断により、
利用希望把握調査以外の手法を用いることも可能であること及び個
別の事業ごとの具体的な代替手法の例を通知した。
［措置済み（令和５年９月20日付けこども家庭庁成育局総務課事務
連絡）］

25

市町村農業振興地域整備計画の変更
手続きに係る制度改正
（農業振興地域の整備に関する法
律）

（管理番号R3-61）

三重県
（農林水産省）

農用地利用計画の変更の案に対する異議の申出（13条４項におい
て準用する11条３項）については、その申出の対象が計画変更部分
の内容のみであることを明確化するなど、令和５年度中に「農業振
興地域制度に関するガイドライン」（平12農林水産省構造改善局）
を改正する。

12



提案
提案団体

（関係府省） 令和５年の地方からの提案等に関する対応方針案文

26

生産緑地法に基づく買取申出手続と
公有地の拡大の推進に関する法律に
基づく届出手続により重複している
手続の合理化
（公有地の拡大の推進に関する法律、
生産緑地法）

（管理番号56）

静岡市
（国土交通省）

生産緑地地区の区域内に所在する土地に係る届出（公有地の拡大の
推進に関する法律４条１項５号）については、地方公共団体及び土地
所有者の負担軽減並びに土地取引の円滑化を図るため、一定の要件を
満たす場合には、生産緑地及び特定生産緑地の買取りの申出（生産緑
地法10条及び10条の５）をした者について当該届出を不要とする。

27

伐採届の提出を不要とする場合を追
加する見直し
（森林法）

（管理番号74,75）

豊田市
（農林水産省）

森林所有者等が市町村の長に提出する伐採及び伐採後の造林の届出
書（10条の８第１項。以下この事項において「伐採造林届出書」とい
う。）については、市町村及び森林所有者等の事務負担の軽減に資す
るよう、以下のとおりとする。
・森林所有者等が市町村の補助を受けて間伐する場合であって、市町

村への補助申請等に伐採造林届出書の記載事項と同等の内容が含ま
れているときは、伐採造林届出書を兼ねるものと取り扱うことが可
能であることを、令和５年度中に市町村に通知する。

・市町村が事業主体となって間伐する場合について、伐採造林届出書
が提出されている事例及び市町村における事務の実態を調査した上
で、伐採造林届出書の提出を不要とすること等について検討し、令
和５年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

・施設管理上必要な危険木又は支障木を伐採する場合について、伐採
造林届出書が提出されている事例及び市町村における事務の実態を
調査した上で、伐採造林届出書の提出を不要とすること等について
検討し、令和５年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措
置を講ずる。

５．まちづくりや土地・建物の有効活用について、
要件や手続の見直し等により地域資源の活用促進等を図るもの
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提案
提案団体

（関係府省） 令和５年の地方からの提案等に関する対応方針案文

28

優良田園住宅建設計画の認定に係る
都道府県知事との協議の廃止
（優良田園住宅の建設の促進に関す
る法律）

（管理番号84）

藤枝市
（農林水産省、国土交
通省）

優良田園住宅建設計画（以下この事項において「建設計画」とい
う。）の認定（４条）に係る手続については、地方公共団体の事務
負担を軽減するため、以下の措置を講ずる。
・建設計画の認定に係る都道府県知事との協議（同条４項）につい

ては、優良農地の保全や都市計画等に基づく適正な土地利用の確
保の観点から一定の要件を満たす場合は、協議手続の簡素化等が
可能である旨を明確化し、地方公共団体に令和５年度中に通知す
る。

・優良田園住宅を建設しようとする土地が農用地区域（農業振興地
域の整備に関する法律（昭44法58）８条２項１号）外の農地であ
る場合には、建設計画の認定、農地転用許可（農地法（昭27法
229）４条及び５条）及び開発許可（都市計画法（昭43法100）29
条）の手続を並行して進めることにより、優良田園住宅が建設さ
れるまでの期間の短縮が可能である旨を明確化し、地方公共団体
に令和５年度中に通知する。

29

宅地建物取引業者の事業者名簿等の
閲覧制度に係る対象書類の簡素化
（宅地建物取引業法）

（管理番号99）

京都府
（国土交通省）

宅地建物取引業者名簿等の閲覧（10条）については、閲覧制度の
デジタル化に伴い、プライバシーの保護及び都道府県の事務負担の
軽減のため、閲覧に係る対象書類に関し、当該制度の趣旨を踏まえ
つつ、プライバシー情報に当たるものを除外し、かつ、閲覧希望者
による宅地建物取引業者の選定に支障が生じない範囲内で合理化す
る。

30

施設更新に係る国営土地改良事業の
申請に当たっての受益農業者の同意
徴集を省略できる要件の緩和
（土地改良法）

（管理番号115）

浜松市
（農林水産省）

土地改良施設の施設更新事業（85条の３第１項１号及び２号）に
ついては、土地改良事業参加資格者の同意徴集手続を省略できる要
件に関する解釈及び当該要件に関する具体的な事例を整理したパン
フレットを作成し、地方農政局及び地方公共団体に周知した。
［措置済み（令和５年11月10日付け農林水産省農村振興局整備部土
地改良企画課長通知）］
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提案
提案団体

（関係府省） 令和５年の地方からの提案等に関する対応方針案文

31

住民票等の各種証明書や戸籍に関す
る証明書の公用請求に係る請求様式
の統一化
（住民基本台帳法、戸籍法）

（管理番号20）

吉岡町、桐生市、太田
市、沼田市、館林市、
渋川市、藤岡市、安中
市、榛東村、上野村、
神流町、甘楽町、中之
条町、嬬恋村、片品村、
みなかみ町、玉村町、
明和町、千代田町、大
泉町
（総務省、法務省）

国又は地方公共団体の機関が法令の定める事務を遂行するために
戸籍法10条の２第２項及び住民基本台帳法12条の２第１項等の規定
に基づいて行う戸籍謄本及び住民票の写し等の請求については、発
行に係る地方公共団体の事務負担を軽減するため、関係機関からの
意見聴取を行った上で、請求様式の標準化について検討し、令和５
年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

32

身体障害者福祉法第15条に基づく医
師の指定に係る地方社会福祉審議会
への意見聴取の義務付けの廃止
（身体障害者福祉法）

（管理番号77）

豊田市
（厚生労働省）

都道府県知事等が身体障害者福祉法15条1項に基づく医師を定める
に当たって行う地方社会福祉審議会への意見聴取（身体障害者福祉
法15条２項）については、地方社会福祉審議会を書面により開催す
ることや身体障害者福祉専門分科会（社会福祉法11条１項）の下に
少人数の専門部会を設置することなど、地域の実情に応じた柔軟な
対応が可能であることを明確化し、地方公共団体に令和５年度中に
通知する。

６．その他行政手続の効率化等を通じて、住民の利便性向上等を図るもの
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提案
提案団体

（関係府省） 令和５年の地方からの提案等に関する対応方針案文

33

指定障害福祉サービス事業者等が行
う届出の合理化
（児童福祉法、障害者の日常生活及
び社会生活を総合的に支援するため
の法律）

（管理番号87）

中核市市長会
（こども家庭庁、厚生
労働省）

指定障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する事
項に変更があった際に行う届出の手続（児童福祉法21条の５の26第
２項及び24条の38第２項並びに日常生活及び社会生活を総合的に支
援するための法律51条の２第２項及び51条の31第２項）については、
指定障害福祉サービス事業者等において、その指定に関する事項の
変更があった場合に届け出るべきとされている機関（児童福祉法21
条の５の20第３項及び24条の32第１項並びに障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支援するための法律46条第１項、51条の25第１
項及び第２項。以下この事項において「指定権者」という。）と、
その業務管理体制の整備に関する事項の変更があった場合に届け出
るべきとされている機関（以下この事項において「監督権者」とい
う。）が同一であり、かつ、同一の届出事項の変更を届け出ようと
する場合には、指定権者への変更の届出があったことをもって監督
権者への変更の届出があったこととみなすことができるよう、令和
５年度中に府令及び省令を改正する。

34

医薬品等の国家検定に係る都道府県
経由事務の廃止
（医薬品、医療機器等の品質、有効
性及び安全性の確保等に関する法
律）

（管理番号98）

京都府、大阪府、兵庫
県、奈良県、関西広域
連合
（厚生労働省）

医薬品等の国家検定（43条）については、薬事制度全体の見直し
の中で、都道府県の関与を不要とする方向で検討し、令和６年中に
結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

35

学校給食費以外の学校徴収金を歳入
歳出外現金として扱えるようにする
こと
（学校教育法、地方自治法）

（管理番号121）

指定都市市長会
（総務省、文部科学
省）

学校給食費以外の学校徴収金の徴収等に関する事務については、
地方公共団体や学校における実務の状況等を把握した上で、当該事
務を適正かつ円滑に実施するための方策を検討し、令和６年度中に
結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
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提案
提案団体

（関係府省） 令和５年の地方からの提案等に関する対応方針案文

36

訪問型サービス等を実施する際の駐
車許可に係る手続の見直し
（道路交通法）

（管理番号186）

八王子市
（警察庁）

駐車許可（45条１項ただし書）の手続の簡素合理化については、
以下のとおりとする。
・申請者の負担を軽減する観点から、令和５年度中に「訪問診療等

に使用する車両に係る駐車許可事務の簡素合理化について（通
達）」（平31警察庁交通局交通規制課長通達）を廃止し、駐車許
可事務の簡素合理化の対象となる車両及び提出が不要な疎明書類
を更に明確化した新たな通達として都道府県警察に対して通知す
る。また、関係団体等に対し、新たな通達の趣旨について広く周
知を図る。

・駐車許可に係る申請手続のうちオンライン申請ができていないも
のについては、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和
５年６月９日閣議決定）に基づき、オンライン申請を可能とする
方向で検討し、令和７年中に結論を得る。その結果に基づいて必
要な措置を講ずる。

37

地方公営企業に係る収納取扱金融機
関の担保提供義務の見直し
（地方公営企業法）

（管理番号189）

八王子市
（総務省）

収納取扱金融機関の担保提供義務（施行令22条の３第２項）につ
いては、令和６年中に政令を改正し、これを廃止する。

38

獣医師法に基づく届出をオンライン
化すること
（獣医師法）

（管理番号R2-110）

岡山県、中国地方知事
会
（農林水産省）

獣医師法に基づく届出（22条）については、オンラインによる届
出の場合には、都道府県知事の経由を要しないこととする。

39

日本赤十字社の活動資金に関する業
務の法的位置づけの明確化
（日本赤十字社法、地方自治法）

（管理番号R2-244）

神戸市
（厚生労働省）

日本赤十字社に対する寄附金などの現金を取り扱う事務について

は、当該事務の適正な実施に関する取組を試行し、令和６年度中に
当該取組を地方公共団体へ周知する。
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